
 
 
 
 
 
 

 

 

家畜伝染病の発生予防とまん延防止体制の強化 

   ・ 鳥インフルエンザや豚熱等の家畜伝染病の発生を予防するため、家畜の所有者に飼
養衛生管理基準遵守の徹底を図ります。 

・ 豚熱ワクチンの円滑な接種および免疫付与状況等の確認を行います。 

   ・ 万一の発生に備え、防疫計画の再点検、関係機関との連携・協力並びに防疫訓練等
を実施することにより、危機管理体制とまん延防止体制の強化を図ります。 

 畜産経営の生産性向上及びコスト削減 

   ・ 生産性を阻害する疾病について検査等を実施し、その結果に基づく技術指導により、
衛生対策の改善・高度化やコスト低減を図ります。 

   ・ 季節環境に応じた飼養管理を徹底することにより、繁殖成績及び乳量・増体成績の
維持向上を図ります。 

 

 

・１月 30 日、韓国の仁川広域市の牛飼養農場で口蹄疫（O 型）が発生し、2 月には京畿

道高陽市の牛飼養農場でも2件の発生が確認されました。空港や港での検疫体制は強

化されているものの、国内への侵入リスクは極めて高い状況が続いております。 

・偶蹄家畜（牛・豚・緬山羊）の飼養者は、飼養衛生管理基準を遵守し、発生予防の徹底

をお願いします。 
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令和８年度の重点実施事項 

韓国で９か月ぶりに口蹄疫が発生！！ 



 

 

 

・令和７年度シーズンは、家きんでは 10 月 22 日に

北海道で 1例目が確認され、最新発生（4月22日）

時点で 15 道県 24 事例、約 576 万羽が防疫措置

の対象となりました。 

・新潟県においても 11 月４日と 9 日に胎内市の採

卵養鶏場で連続して発生し、合計約 91 万羽を対象

とした防疫措置が行われました。 

・前シーズンの 51 件、約 932 万羽より件数と羽数

は減少したものの、大規模農場や既発農場での発

生が多い傾向でした。 

・国は、①大規模農場での「分割管理導入の検討」

と、②発生・まん延リスクの高い地域を大臣指定地

域（県内 2 地域を含む全 44 地域）に指定し、地域

内の農場に対して消毒薬の備蓄や野鳥誘引防止対

策等の実施を義務付けています。 

 

 

 

 

～ 🐗の動きが活発になるシーズンです ～ 

〇 早急な防護柵等の設置と再点検 
・ 既存の柵に加え、電気柵をプラスするとより効果的！ 

・ 柵等に破損がないか再確認 

〇 出入り口の管理 

・ 人や車両の消毒を徹底し、ウイルスの侵入を防止 

 

 
《４月から新体制となりました》  

 新体制のもと、家畜伝染病の発生予防、生産性の向上並びに、畜産物の安全性の確保

に取り組んでまいりますので、よろしくお願いたします。                     
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令和７年度  鳥インフルエンザ発生状況  

(農林水産省ＨＰより) 

今一度、野生イノシシ侵入防止の徹底を！！ 


